
再生紙使用 

｢女性活躍推進法｣ が成立 

  平成27年9月4日に､｢女性の職業生活における活躍の推進に

関する法律（女性活躍推進法）｣ が公布され､平成28年度から

全面的に施行されることになりました。 

  これを受け､宇部市においても各事業者への取組を支援する

とともに､今後も引き続き､ワーク･ライフ･バランスの推進や

相談体制の充実などに積極的に取組んでいきます。 


